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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、血液ガス分析と同一日の重炭酸塩の併算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 血液ガス分析の所定点数には、ナトリウム、カリウム、クロール、pH、

PO2、PCO2 及び HCO3-の各測定を含む。 

 血液ガス分析と別採血により血清重炭酸塩を測定した場合であっても

血液ガス分析による測定値による評価のみで十分であるため、血液ガス分

析と同日の重炭酸塩の算定は認められないと整理した。 

 


